
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

参考資料

令和４年３月３０日
国土交通省 航空局



目次

参考資料１ 小型航空機の安全運航の確保について

参考資料２ 航空機からの機内持込み品の落下防止について

参考資料３ メールマガジン 第４５号（R3.4.２２発行）～第５６号（R4.３.２２発行）
参考資料４ 東京第二特別管制区、那覇特別管制区（リーフレット）

参考資料５ 小型航空機操縦士に対するアンケート調査結果



事 務 連 絡

令和 3 年 10 月 12 日

（別紙） あて

国土交通省航空局安全部運航安全課長

小型航空機の安全運航の確保について

小型航空機の安全運航の確保については、これまでも機会あるごとに関係団

体等を通じて要請しているところですが、今月に入り、既に３件の事故が発生し

ております。

・10 月 7 日、回転翼航空機が神奈川県秦野市内の草地に墜落し、機長 1名が

死亡。

・10 月 10 日、滑空機が熊本県阿蘇市内場外離着陸場へ着陸した際に離着陸地

帯を逸脱し、機体を損傷。

・10 月 12 日、動力滑空機が北海道美瑛滑空場を離陸直後にエンジンが停止し

たため墜落し、搭乗者 2名が死亡。

これらの事故原因については、運輸安全委員会において調査中ですが、貴会に

おかれましては改めて傘下関係事業者（関係者）に対し、出発前確認や基本操作

手順の確実な実施、3H（初めて、変更、久しぶり）への留意等、運航に際しての

基本事項の徹底について周知を図るなど、安全運航の確保に万全を期するよう

お取り計らい願います。

また、航空局のホームページに掲載しております小型航空機の安全に関する

リーフレットや安全啓発動画についても、安全運航の一助としていただけます

ようお願いいたします。

【参考】

○リーフレット集

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000014.html

○安全啓発動画

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000048.html

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000048.html
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（別紙）

公益社団法人日本航空機操縦士協会 会長 あて

一般社団法人全日本航空事業連合会 会長 あて

一般財団法人日本航空協会 会長 あて

一般社団法人日本新聞協会 会長 あて

公益社団法人日本滑空協会 会長 あて

一般社団法人日本飛行連盟 理事長 あて

NPO 法人 AOPA－JAPAN 会長 あて

NPO 法人 全日本ヘリコプター協議会 代表理事 あて



事 務 連 絡

令和３年１０月１５日

（別紙）あて

国土交通省航空局

安全部運航安全課長

航空機からの機内持込み品の落下防止について

日頃より、航空機の安全運航の確保についてご理解とご協力を賜っております。

兵庫県の発表によれば、令和３年１０月１４日、大阪府大阪市西成区上空を飛行中

の回転翼航空機からスマートフォンが落下する事案が発生しました。当該機の運航者

によれば、機体キャビン内で使用中のスマートフォンが、換気のため開放していた窓

からの風にあおられ機外に落下したとのことです。

航空機からの落下物防止については、平成３１年４月１７日に東京都荒川区上空を

飛行中の小型飛行機からカメラレンズが落下する事案が発生したことを踏まえ、別添

のとおり、航空機からの落下物が及ぼす危険性の周知徹底及び落下物防止対策等の確

実な実施の徹底を依頼したところです。

貴団体等におかれましても、傘下会員及び関係団体等に対し、改めて運航中の航空

機からの機内持込み品や航空機部品等の落下が及ぼす危険性を周知徹底するととも

に、航空機からの落下物防止対策等の確実な実施の徹底をお願いいたします。また、

安全講習会を含めたあらゆる機会を通じて継続的に注意喚起するようお願いいたし

ます。
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（別紙）

総務省消防庁国民保護・防災部防災課長 あて

警察庁長官官房会計課長 あて

海上保安庁警備救難部管理課長 あて

水管理・国土保全局防災課長 あて

独立行政法人 航空大学校 理事長 あて

公益社団法人日本航空機操縦士協会 会長 あて

一般社団法人全日本航空事業連合会 会長 あて

一般財団法人日本航空協会 会長 あて

一般社団法人日本新聞協会 会長 あて

公益社団法人日本滑空協会 会長 あて

一般社団法人日本飛行連盟 理事長 あて

操縦士養成大学連絡協議会 幹事大学

第一工科大学 航空工学部 航空操縦学専攻 島藤 力 あて

NPO法人 AOPA－JAPAN 会長 あて

NPO法人 全日本ヘリコプター協議会 代表理事 あて
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～ 国土交通省航空局からのお知らせ ～ 
 

令和２年３月から羽田空港北側に設定されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

〈問い合わせ先〉航空局安全部航空交通管制安全室 安全情報担当  

電話（代表）０３－５２５３－８１１１（内線５１５１４） 

◆東京第二特別管制区（Tokyo NR2 PCA）は、羽田空港北側進入の実施有無にかかわらず、

毎日１５時～１９時に設定されます。 

◆VFR での東京第二特別管制区（Tokyo NR2 PCA）の通過には、東京アプローチの許可が

必要です。 

◆羽田空港周辺は多数の航空機が飛行する過密な空です。VFR で飛行する際は安全な飛行のた

め、積極的に東京 TCA（124.75MHz）と通信設定を行い、情報提供等を受けるようお願い

します。 

＜東京特別管制区全体図＞ 

出典：国土地理院 地理院地図（電子国土 Web）

TOKYO CONTROL ZONE 

Tokyo  

NR2 

PCA 

参考：AIP AD2 RJTT 東京特別管制区

＜無許可通過事例＞ 

 

◆ケース１ 

目的地へ急ぐあまり第

２特別管制区を失念 

 

◆ケース２ 

第２特別管制区の運用

開始前には離脱できる

想定をしていたが間に

合わなかった 

令和３年６月作成 
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HSI 

2021年11月 

「沖縄本島周辺をVFRで飛行する皆様へ」 
今回は、「那覇PCAに進入しないように気をつけている」こと（工夫）について、

航空管制官が運航者の皆様へアンケート調査を行い、ご回答を頂きました。 

飛行の参考になる「良好事例」が多数ありますので、ご活用お願い致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートにご協力頂いた運航者の皆様、この場をお借りして感謝申し上げます。

運航者の皆様の声を基に航空管制官においても 

那覇PCAを飛行する航空機の動向に注視してまいります。 

本件についての問合せ先：大阪航空局 保安部 管制課 

電話０６－６９４９－６２３０ 

～ 国土交通省航空局からのお知らせ ～ 

【官公庁 回転翼機】
① 飛行計画作成時、

ＰＣＡを回避できる経路を設定

② 定常的に飛行する経路は、

標準飛行経路を設定

③ 那覇の３０ＮＭ圏内飛行中は、

那覇ＲＤＲ/ＴＣＡの周波数を

モニター

④ 悪天候の回避時等飛行経路を

変更する際は、操縦士２名で

経路の是非をダブルチェック

⑤ コックピット画面上に

地図を表示させ、確認

⑥ 定期的な安全教育

⇒過去の事故事例紹介による

周知徹底を実施

AIP ROAH AD 2.17抜粋 

【不定期航空路線事業 固定翼機】
① VOR ラジアルと DME により PCA 及び自機位置を判断し、区分航空図を常時携帯

② 那覇空港-粟国空港間では R-315 以東の PCA に入らないように、

VOR を 310 にセットし、DME と航空図の高度制限を確認

【官公庁 固定翼機】 

① 地上教育

⇒那覇空港周辺空域の特性に

関する教育 

⇒PCA無許可進入事例の紹介

② 飛行教育

⇒水平位置指示器（ＨＳＩ）上の

コースセレクターを活用

（例、「R-315」、「R-200」）を

モニター）

⇒飛行経路が確認できる画面に

PCAに関するエリアを表示

③ 定期的な安全教育

⇒過去の事故事例紹介による

周知徹底

【官公庁 固定翼機、回転翼機】
① 那覇ＶＯＲＴＡＣを常時モニターし、自機位置を常時把握

② 境界付近を飛行する場合はコース偏位指示器（ＣＤＩ）を使用して自機位置と境界を確認
例：那覇空港の南方向にある下限700ftのPCAを５００ｆｔで飛行する場合、

当初ＣＤＩをＲ-２００にセットしてから東進開始後、Ｒ-１７５にセットし直してR-175以東に至ったことを 

ＣＤＩ上で確認し、境界の通過を明確に確認してから高度を変更する。 
③ ２００ｆｔ～３００ｆｔ程度の余裕を取り、高度維持装置にセットしてＰＣＡにかからない高度を維持

④ 境界線から２～３ＮＭの余裕を取りながら飛行
⑤ 過去の事例等を参考に、ヘリに装備してる電子地図上に飛行中に注意を促すことができるようマーキング

⑥ 風に流されたりして、自機位置を失わないようクルー相互による先行的ダブルチェック及びブリーフィングの実施

⑦ 目視、電子地図等を活用し、クルー相互による継続的な自機位置の把握、早期の経路の修正等の実施

 

運航者の皆様の声 

(GOOD PRACTICE！)を 

お届けします 

CDI 



2021 年 8 月 

～ 国土交通省航空局からのお知らせ ～ 

「沖縄本島周辺を VFR で飛行する皆様へ」 
那覇特別管制区（Naha PCA）の無許可通過にご注意！  

 Naha PCA を無許可で通過する事案が、数多く発生しています。  

特別管制区（PCA）は、航空交通が輻輳する空域において、航空交通の安全の確保のため

に設定された空域であることにご留意いただき、引き続き航空機の運航の安全に努めてい

ただきますようお願いいたします。  

１．Naha PCA 無許可通過事案の主な発生場所（×印）及び要因  

２．  沖縄本島周辺飛行時の留意点  
（１）Naha PCA は、那覇 VORTAC（NHC）を中心とする半径 30nm・10000ft 以下

の範囲に「クラス B 空域：VFR 機を含む全ての航空機に管制間隔の設定が必要な
空域」として設定されています。

（２）VFR での Naha PCA の通過には、那覇アプローチの許可が必要です。
（３）沖縄本島周辺は、民間機・自衛隊機・米軍機が輻輳する複雑な空域になっています。

Naha PCA 周辺を VFR で飛行する際は、安全な飛行のため、積極的に那覇 APP
（119.1/126.5MHz）又は那覇 TCA（120.0/119.175MHz）と通信設定を行
い、情報提供等を受けるようお願いします。  

本件についての問合せ先：大阪航空局  保安部  管制課  
 電話０６－６９４９－６２３０  

Naha PCA 無許可通過事案の主な要因  

〇那覇空港東側象限の空域の複雑さによる誤認識  

〇自機の位置や高度の誤認  

〇空域の下限高度の失念  

＊特に那覇空港離陸直後の無許可通過事案が多い傾向にあります。  
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Q13：航空局が制作した安全啓

発動画をご覧になったことがあ

りますか

いいえ はい (空白)

0

50

100

150

Q1：年代をご回答ください

２０代 ３０代 ４０代 ５０代
６０代 ７０代 ８０代 (空白)

0

100

200

Q2：操縦している航空機の種類

及び等級をご回答ください

飛行機 回転翼航空機

滑空機（動力付き） 滑空機（上級）

超軽量動力機

0

200

Q3：保有しているライセンス等

の区分をご回答ください

自家用操縦士

事業用操縦士

定期運送用操縦士

計器飛行証明

操縦教育証明

その他（操縦技能審査員等）

0

200

400

Q4：総飛行時間についてご回答

ください

１００時間未満

１００時間以上５００時間未満

５００時間以上１０００時間未満

１０００時間以上１５００時間未満

１５００時間以上

(空白)

0

100

200

300

Q5：メールマガジンに登録され

ていますか

いいえ はい (空白)

0

100

200

300

Q6：文章の量は適切でしょうか

多い 丁度良い 少ない

分からない (空白)

0

50

100

150

Q7：配信頻度はどの程度が適切

でしょうか

月１回 月２回 ２月に１回

分からない その他 (空白)

0

100

200

300

Q9：航空安全情報ポータルサイ

トをご存じでしょうか

いいえ はい (空白)

0

200

400
Q10：閲覧頻度を教えてください

月１回程度 月２回程度

週１回程度 分からない

（必要に応じ適宜）
(空白)

0

100

200

Q11：役立つ項目、よく閲覧す

る項目を教えて下さい

最新の法令等

航空安全講習会案内

リーフレット類

なし

0

200

Q12：今後、内容の充実または

追加で掲載して欲しい項目を

教えてください

最新の法令等

航空安全講習会案内

リーフレット類

分からない

その他（ ）

その他（ ）の記述内容

小型航空機操縦士に対するアンケート調査結果①
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Q24：安全対策に取り組むため

の切っ掛けとして最も有効とお

考えのものは以下のどれになる

とお考えでしょうか

個人の自発的な活動

航空局からの情報発信

所属会社等での訓練等

その他（ ）

その他（ ）の記述内容

0
20
40
60
80

100
120

Q14：閲覧回数を教えてくださ

い

１回 ２回 ３回 ４回以上 (空白)

0

100

200

300

Q15：定期的に安全啓発情報を

受け取ることにより、どのよう

な意識・行動の変化があると思

われますか

飛行前の事前チェック、操縦時の行動に反映さ

れる

飛行に対する安全意識、遵法精神を再認識す

る切っ掛けとなる

はっきりしないが良い影響はあると思う

特に思いつかない

0

500

Q16：航空局からの情報提供や

共有の手段として効果的なもの

はどれだと思われますか

航空局HP、各種関係団体HP
twitter
youtube
その他（ ）
その他（ ）の記述内容

0

200

Q17：航空局以外から安全情報

を入手することはあるでしょう

か

頻繁にある 時々ある ほとんどない

ない (空白)

0

200

400

Q18：小型航空機の安全向上に特

に重要と思われるものを以下の

中から選んでください

操縦士の安全意識 操縦士の知識

操縦士の技量 操縦士の経験

安全規制・規則の整備 機体・装備品等

同乗者等の協力意識 その他（ ）

その他（ ）の記述内容

0

200

400

Q20：前記Q18に対して効果的な

取り組みはどれになると思われ

ますか

安全情報の発信

訓練審査を通じた技量維持・向上

操縦士への直接的な指導

安全講習会開催の拡大

新たな機体・装備品等の導入

その他（ ）

その他（ ）の記述内容

0

100

200

Q22：平成２８年度より小型航

空機安全対策に取り組んできた

ところ、事故等件数は減少傾向

にあります。航空局の安全対策

への取り組みは全体としては効

果があったとお考えでしょうか

効果はある

何かしら影響はあると思える

まだ分からない

効果はない

(空白)

0

50

100

150

Q17-2：航空局以外が発する安全情
報の方が優れている点をご記載くだ

さい

わかりやすさ 正確さ

タイムリーさ 情報量が多い

情報量が少ない 入手しやすさ

その他（ ） その他（ ）の記述内容

小型航空機操縦士に対するアンケート調査結果②
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